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近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及

してきた一方で、フリーランスが取引先との関係で、報酬の不払やハラス

メントなど様々な問題やトラブルを経験していることが明らかになって

います。

個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力

などの格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し、フ

リーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されたのが、本

法（フリーランス・事業者間取引適正化等法）です。

多種多様な業界で活躍しているフリーランスとの業務委託取引について、

「取引の適正化」と「就業環境の整備」の２つの観点から、発注事業者が

守るべき義務と禁止行為を定めています。

本法は、フリーランスと取引する

全ての事業者が守らなければいけない法律です



本法の概要について （P３）

１ 目的 （第１条）

取引の適正化・就業環境の整備

２ 本法の対象 （第２条第１項、第５項、第６項）

フリーランス：「特定受託事業者」

発注事業者 ：「業務委託事業者」または「特定業務委託事業者」

３ 義務と禁止行為 （第３条～第５条、第12条～第14条、第16条）

本法の規制は、 取引の適正化 と 就業環境の整備 の２つのパートで構成されていま

す。

4 違反への対応 （第６条～第９条、第11条、第17条～第20条、第22条、第24条～第26条）



法律上の定義 ～対象となる事業者～ （P４）

本法では、「フリーランス」と「発注事業者」を次のように定義しています。

【特定受託事業者】※１

業務委託の相手方である事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの

① 個人であって、従業員を使用※２しないもの

② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

ただし、第14条では、「特定受託業務従事者」（特定受託事業者である①の個人／特定受託事業者

である②の法人の代表者）と定義

フ
リ
ー
ラ
ン
ス

【特定業務委託事業者】

フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの

① 個人であって、従業員を使用するもの

② 法人であって、二以上の役員がいる、または従業員を使用するもの

発
注
事
業
者 【業務委託事業者】

フリーランスに業務委託をする事業者
フリーランスも含まれます

※１ 特定の事業者との関係で従業員として雇用されている個人が、副業で行う事業について、事業者として他の事業者から
業務委託を受けている場合には、この法律における「特定受託事業者」に該当します。

※２ 従業員を使用とは、１週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することです。
労働者派遣の派遣先として、上記基準に該当する派遣労働者を受け入れる場合も該当します。なお、事業に同居親族の
みを使用している場合は該当しません。



法律上の定義 ～対象となる取引の内容～ （P５）

本法の対象となる「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に、給付に

係る仕様、内容等を指定して、物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委

託することをいいます。

物品の製造・加工委託

規格、品質、デザインなどを指定して、物品の製造や加工などを委託することをいいます。

・ 「物品」とは動産のことを意味し、不動産は対象に含まれません。

・ 「製造」とは、原材料に一定の工作を加えて新たな物品を作り出すこと

・ 「加工」とは、原材料に一定の工作を加えて価値を付加すること

情報成果物の作成委託

ソフトウェア、映像コンテンツ、デザインなどの作成を委託することをいいます。

「情報成果物」は、具体的には次のものがあります。

・ ゲームソフト、顧客管理システムなどのプログラム

・ テレビ番組、映画、アニメーションなど映像や音声などから構成されるもの

・ 設計図、各種デザイン、漫画など文字、図形、記号などから構成されるもの

役務の提供委託

運送、コンサルタント、営業、演奏、セラピーなど役務の提供を委託する

ことをいいます。この「役務」には物品を修理することも含まれます。



法律上の定義 ～対象となる取引の内容～ （P５）

① 下請法では、建設業法における建設工事は対象外ですが、本法は業種・業

界の限定がないため、建設工事も「業務委託」の対象となります。

② 下請法では、発注事業者が他者に提供する役務が対象となり、発注事業者

が自ら用いる役務を他の事業者に委託することは「役務提供委託」の対象外で

す。本法では、発注事業者が自ら用いる役務の提供をフリーランスに委託する

ことも対象となります。

本法と下請法（下請代金支払遅延等防止法）との違い



義務と禁止行為 （第３条～第５条、第12条～第14条、第16条）

本法の取引の適正化パートの規制で適用される義務と禁止行為は次のとおりです。

取引の適正化について ～義務と禁止行為の概要～ （P３）

※報復措置の禁止 （第6条第3項および第17条第3項 ）

（１） 発注事業者（業務委託事業者）が業務を委託する場合

（２） 発注事業者（特定業務委託事業者）が業務を委託する場合

（３） 発注事業者（特定業務委託事業者）が一定期間（１か月）以上の期間行う業務を委託する場合

義 務

➊ 取引条件の明示義務 （第３条）

取引の適正化

義 務

➊ 取引条件の明示義務 （第３条）

➋ 期日における報酬支払義務 （第４条）

取引の適正化

義 務

➊ 取引条件の明示義務 （第３条）

➋ 期日における報酬支払義務 （第４条）

取引の適正化

• 受領拒否の禁止

• 報酬の減額の禁止

• 返品の禁止

• 買いたたきの禁止

• 購入・利用強制の禁止

• 不当な経済上の利益の提供要請の禁止

• 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止

禁 止 行 為

➌ 発注事業者の禁止行為 （第５条）

取引の適正化



取引条件の明示義務 （第３条）

取引条件の明示義務は、フリーランス同士の取引も

対象であるため、発注事業者がフリーランスである
場合にも義務が課されます。

明示する方法は書面か電磁的方法のみが認められ、

どちらの方法とするかは、発注事業者が選択できます。
電磁的方法とは、電子メール、SNSのメッセージ、
チャットツールなどです。

電磁的方法で明示した場合であっても、フリーランスから書面の交付を求められたときは、

遅滞なく、書面を交付しなければなりません。ただし、フリーランスの保護に支障を生ずることが
ない場合には、必ずしも書面を交付する必要はありません。

フリーランスに対し業務委託をした場合は、

直ちに、取引の条件を、書面または電磁的方法により明示しなければなりません。

お互いの認識の相違を減
らして、取引上のトラブル
を未然に防ぐことは、企業
とフリーランスだけでなく、
フリーランス同士での取引
でも大切なことです。

口約束はダメ！
トラブルを防ぐための基本は、
取引条件の共通認識です

取引の適正化について ～取引条件の明示義務 （第３条）～ （P６）



① 業務委託事業者および特定受託事業者の名称

→発注事業者とフリーランス、それぞれの名称

② 業務委託をした日

→発注事業者とフリーランスとの間で業務委託をすることを合意した日

③ 特定受託事業者の給付の内容

→フリーランスにお願いする業務の内容

④ 給付を受領または役務の提供を受ける期日

→いつまでに納品するのか、いつ作業をするのか

⑤ 給付を受領または役務の提供を受ける場所

→どこに納品するのか、どこで作業をするのか

⑥ 給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日

⑦ 報酬の額および支払期日

→具体的な報酬額を記載することが難しい場合は算定方法でも可能です。

支払期日は、具体的な支払日を特定する必要があります。

⑧ 現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること

※ ⑥ お よ び ⑧ は 該 当 す る 取 引 で あ る 場 合の み 明 示 が 必 要 な事 項

明示すべき事項

ニックネームやビジネスネームで構いませんが、商号、氏名もしくは名称

または番号、記号等であって

業務委託事業者および特定受託事業者を識別できるものを記載する必

要があります。

給付の内容には、品目、品種、数量（回数）、規格、仕様などを明確に記載す

る必要があります。

また、フリーランスの知的財産権が発生する場合で、業務委託の目的である

使用の範囲を超えて

知的財産権を譲渡・許諾させる際には、譲渡・許諾の範囲も明確に記載する

必要があります。

フリーランスの知的財産権の譲渡・許諾が

ある場合には、その対価を報酬に加える必

要があります。

フリーランスの業務に必要な諸経費を発注

事業者が負担する場合、「報酬の額」は諸経

費を含めた総額が把握できるように明示す

る必要があります。

取引の適正化について ～取引条件の明示義務 （第３条）～ （P６）



書面の交付

電子メール、SMS、SNSのメッセージ、チャットツール、ファックス（受信データ

の記録機能を有するものに送信する場合）、CD-R、USBメモリ等

発注事業者が
選択可

電磁的方法による提供

発注書、契約書など名称は関係ありません。

受信と同時に紙出力されるファックスへ送信する場合には、

書面の交付に該当します。

明示する方法

取引条件を明示する方法は書面か電磁的方法のみが認められ、どちらの方法とするかは、

発注事業者が選択できます（電話など口頭で伝えることは認められません）。

① SNSのメッセージ機能は、送信者が受信者を特定して送信できるものに限定されます。

インターネット上に開設しているブログやウェブページ等への書き込み等は認められません。

② SNSのサービス終了によって明示の内容が確認できないために、フリーランスが書面の交付を

請求した時には、発注事業者は書面で交付する必要があります。

SNSのメッセージ機能により取引条件を明示する場合の注意点

業務委託事業者
(組織・個人)

フリーランス

取引の適正化について ～取引条件の明示義務 （第３条）～ （P７）



＜フリーランスの保護に支障を生ずることがない場合＞

フリーランスからの電磁的方法による提供の求めに応じて、明示をした場合

業務委託が、契約の締結も含め、インターネットのみを利用するものであり、発注事業者により作成され

た定型約款がインターネットを利用してフリーランスが閲覧することができる状態に置かれている場合

（例：アプリ上で取引の全てが完結する場合）

既に書面の交付をしている場合

③取引条件を改めて書面で交付

①取引条件を電磁的方法で提供

②書面の交付を請求

電磁的方法で提供した後に書面を求められた場合の対応

取引条件を電磁的方法により明示した場合、フリーランスから書面の交付を求められたと

きは、遅滞なく、書面を交付する必要があります。ただし、フリーランスの保護に支障を生

ずることがない場合には、必ずしも書面を交付する必要はありません。

業務委託事業者
(組織・個人)

フリーランス

取引の適正化について ～取引条件の明示義務 （第３条）～ （P７）



書面の交付

① 業務委託事業者および特定受託事業者の名称

② 業務委託をした日

③ 特定受託事業者の給付の内容

④ 給付を受領または役務の提供を受ける期日

⑤ 給付を受領または役務の提供を受ける場所

⑥ 給付の内容について検査する場合は、
検査を完了する期日

⑦ 報酬の額および支払期日

⑧ 現金以外の方法で報酬を支払う場合は、
支払方法に関すること

明示の事例 ①

明示すべき事項

「書面」は「契約書」で

なくても大丈夫！書面の
様式は定められていな

いので、取引内容に応じ

て適切な書面を作成す

れば問題ありません。

取引の適正化について ～取引条件の明示義務 （第３条）～ （P８）



●●様

次のとおり発注しますので、

よろしくお願いします。

１．発注日：令和●年●月●日

２．発注内容：●●の制作

（数量 ●個、規格▲▲）

３．納期：令和●年●月●日

４．納品場所：本社●●係

５．検査完了日：令和●年●月●日

６．報酬額：●●●円（税込）※

７．支払期日：令和●年●月●日

※金融機関への口座振込にかかる

振込手数料は当社が負担します。

株式会社▲▲ 担当■■

電磁的方法のポイントと注意点

メッセージの本文に明示事項を記載する方法
だけではなく、明示事項が掲載されたウェブ
ページのURLをメッセージに記載する方法や
メッセージにPDF等の電子ファイルを添付して
送る方法も認められます。

Q.URLの記載やPDFの添付でもいい？

SNSのメッセージ等を利用する場合は、メッ
セージが削除されたり、閲覧ができなくなる可
能性もあるため、発注事業者・フリーランス双
方で、その場合の対応を事前に決めておいたり、
スクリーンショット等で明示された内容の保存
を行うとよいでしょう。

Q.注意することは何？

電磁的方法による提供明示の事例 ②

取引の適正化について ～取引条件の明示義務 （第３条）～ （P８）



共通事項がある場合明示の事例 ③

取 引 条 件 に つ い て 、 支 払 方 法 や 検 査 期 間 な ど

個々の発注に一定期間共通して適用される事項

（共通事項）がある場合には、あらかじめ共通事

項とその有効期間を別の書面または電磁的方法

で明示しておけば個々の発注の際には明示が不

要です。ただし、この場合、個々の発注時に、共

通事項との関連付けをする必要がありますので、

例えば、「報酬の支払方法、支払期日、検査完了

期日は、現行の「支払方法等について」のとお

り」などと書面または電磁的方法により参照元を

明示する必要があります。

Q.共通事項の明示で気をつけることは？

算定方法による
「報酬の額」の明示明示の事例 ④

フリーランスに業務を委託する際に「報酬

の額」について具体的な金額を明示する

ことが困難なやむを得ない事情がある場

合には、 算定方法を明示する こ とも認め

られます。

算定方法は、報酬の額の算定根拠が確定

すれば、具体的な額が自動的に確定する

ものである必要があります。また、単価表

など、算定方法の記載で引用するものが

ある場合は、「報酬については、別紙の単

価表に基づき算定した金額に、業務に要

した交通費、○○費、▲▲費の実費を加

えた額となります。」などと明示し、さら

に、具体的な金額の確定後には、速やか

に金額を明示する必要があります。

共通事項が有効となる期間を明示しましょう。
また、発注事業者は、定期的に、明示した共通事
項の内容について、自ら確認するとともに、社
内の購買・外注担当者に周知徹底しましょう。

取引の適正化について ～取引条件の明示義務 （第３条）～ （P９）



・未定事項以外の明示事項
・未定事項の内容が定められない理由
・未定事項の内容を定めることとなる予定期日

※ 当初の明示と補充の明示は、相互の関連性が明らかになるよう
にする必要があります。

・確定した事項
・当初の明示との関連性を示す記載

（記載例）
この書面（通知）は、○年○月○日付け発注書の
記載事項を補充するものです。

未定事項が決まったら、直ちに

未定事項がある場合明示の事例 ⑤

明示事項のうち、その内容が定められないことに正当な理由があるもの（未定事項）については
委託時に明示する必要はありません。未定事項がある場合、その内容が定められない理由と、未
定事項の内容が決まる予定日を委託時に明示（当初の明示）する必要があります。

また、未定事項が決まったら、直ちに明示（補充の明示）する必要があります。その際、当初の明
示との関連性が分かるようにする必要があります。

業務委託事業者
(組織・個人)

フリーランス

フリーランス
業務委託事業者
(組織・個人)

取引条件の明示
（当初の明示）

取引条件の明示
（補充の明示）

取引の適正化について ～取引条件の明示義務 （第３条）～ （P９）



６０日目１日目（起算日）

受領日
適正な支払期日

受領日から起算して６０日以内

できる限り短い期間

支払期日（＝支払日）は、給付を受領した日から６０日以内のできる限り短い期間内で定め、

定めた支払期日は必ず守る必要があります。

支払期日を定めなかった場合などの支払期日は、次のとおりとなります。

① 支払期日を定めなかったとき

⇒ 物品等を実際に受領した日

② 給付を受領した日から起算して６０日を超えて定めたとき

⇒ 受領した日から起算して６０日を経過する日

再委託である場合は、必要事項を明示した場合に、例外的に、元委託支払期日から３０日以内

のできる限り短い期間内に、支払期日を定めることができます。（ 12ページ参照）

発注事業者は、発注した給付を受領した日から起算して６０日以内のできる限り短い

期間内で、支払期日を定めて、その日までに報酬を支払わなければなりません。

取引の適正化について ～期日における報酬支払義務 （第４条 ）～ （P10）



支払期日を定める際の起算日（給付を受領した日）は、次のとおりです。

物品の製造・加工委託

検査の有無は関係なく、発注事業者が、物品を受け取り、自己の占有下に置いた日

情報成果物の作成委託

・ 情報成果物を記録した電磁的記録媒体（USBメモリ、CD-R等）を受け取り、自己の占有

下に置いた日

・ 電気通信回線を通じて発注事業者の用いる電子計算機内に記録されたとき

役務の提供委託

・ 個々の役務の提供を受けた日

・ 役務の提供に日数を要する場合には、一連の役務の提供が終了した日

（例）A地点からB地点までの運送に２日間かかる場合など

起算日（給付を受領した日）

※ 委託内容と適合していないなど、フリーランスの責めに帰すべき事由があり、報酬の支払前にやり直しをさせる場合
には、やり直しをさせた後の給付を受領した日が支払期日の起算日になります。

※ 情報成果物の作成委託、役務の提供委託では、起算日に関する例外がありますので、「特定受託事業者に係る取引の
適正化等に関する法律の考え方」の19、20ページをチェックしてください。

取引の適正化について ～期日における報酬支払義務 （第４条 ）～ （P10）



●月●日支払
毎月●日締切、翌月●日支払

○
（良い例）

●月●日まで
●●日以内

×
（違反例）

支払期日の記載例

支払期日の定め方

支払期日は、具体的な日を特定できるよう定める必要があります。

支払日が金融機関の休業日に当たる場合には、

● 支払を順延する期間が２日以内である場合であって、

● 支払日を金融機関の翌営業日に順延することをあらかじめ書面または電磁的方法で合意して

いるとき

は、結果として給付を受領した日から６０日を超えて報酬が支払われても問題とはしません。

なお、順延後の支払期日が給付を受領した日から６０日以内である場合には、

あらかじめ順延することを書面または電磁的方法で合意していれば、金融機関の休業日による順延

期間が２日を超えても問題とはしません。

Q.支払期日が金融機関の休業日に当たるときに、翌営業日に支払っても
問題ありませんか？

「まで」「以内」という記載
は、いつが支払期日なのか
具体的な日を特定できない
ため、支払期日を定めている
とは認められません。

18
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60日以内

例：毎月末日締切、翌月末日支払 ：受領した日 ：支払期日

締切日

毎月の特定日に報酬を支払うこととする月単位の締切制度を用いた支払期日（例：毎月
●日締切、翌月●日支払）とすることも認められます。

月単位の締切制度を採用する場合でも、給付を受領した日から60日以内に支払を行う
必要があるため、月の初めに受領した分の支払が60日以内に行われるよう、毎月末日締
切にする場合には、翌月末日までに支払期日を設定する必要があります。

また、「受領した後60日以内」を「受領した後2か月以内」として運用するため、31日まで
ある月も、30日までしかない月も、同じく１か月として考えます。

月単位の締切制度

取引の適正化について ～期日における報酬支払義務 （第４条 ）～ （P１１）



元委託者

元委託者からの支払期日
（元委託支払期日）

元委託支払期日から
起算して３０日以内

再委託の場合における支払期日の例外

元委託者から受けた業務の全部または一部を、発注事業者がフリーランスに再委託し、

かつ、通常明示すべき事項に加えて、必要事項を明示した場合、フリーランスへの報酬の支

払期日は、元委託支払期日から起算して３０日以内のできる限り短い期間内で定めること

ができます。

① 再委託である旨

② 元委託者の名称（識別できるもの）

③ 元委託業務の対価の支払期日

再委託の場合における支払期日の例外（再委託の例外）を適用する場合には、取引条件を

明示する際に、通常明示すべき事項に加えて、次の３つの事項を明示する必要があります。

発注事業者委 託 再 委 託 フリーランス

明示すべき事項

取引の適正化について ～期日における報酬支払義務 （第４条 ）～ （P１２）



再委託の場合における例外的な支払期日を定めた場合、発注事業者が元委託者から前払

金の支払を受けたときには、発注事業者は、フリーランスに対して、フリーランスが資材

の調達などの業務の着手に必要な費用を前払金として支払うよう、適切な配慮をする必

要があります。

適切な配慮としては、例えば、業務委託の着手に当たり、フリーランスのみが費用を
要する場合には、フリーランスに元委託者から支払を受けた前払金の全部を支払
うことが望ましいです。

元委託者から前払金の支払を受けた時の適切な配慮

取引の適正化について ～期日における報酬支払義務 （第４条 ）～ （P１２）



フリーランスに【１か月以上】の業務委託をしている発注事業者には、７つの禁止行為が

定められています。たとえフリーランスの了解を得たり、合意していても、また、発注事

業者に違法性の意識がなくても、これらの行為は本法に違反することになるので十分注

意が必要です。

７つの禁止行為

受領拒否 報酬の減額 返品 買いたたき

購入・利用
強制

不当な経済上の
利益の提供要請

不当な給付内容
の変更・やり直し

❶ ➋ ➌ ➍

➎ ➏ ➐

取引の適正化について ～発注事業者の禁止行為 （第５条 ）～ （P１４）



いらなくなったから
受け取らないよ

納期までに
間に合わせたのに…

売れ行き不振を理由として、ジュエリーデザイナー に製作を委託したアクセサリーの一部を
キャンセルし、受領しなかった。

❶ 受領拒否

フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情

報成果物の受取を拒むことです。発注事業者の一

方的な都合による発注取消しや、納期を延期する

ことで、あらかじめ定めた納期に受け取らないこ

とも受領拒否に当たります。

小売店 デザイナー

取引先からの仕様変更を理由として、あらかじめ定めた納期に、フリーランスが当初の仕様に
従って開発したプログラムを受領しなかった。

システム開発会社 システムエンジニア

放送中のアニメーションの原画作成をアニメーターに委託したが、アニメーションの放送が打
切りになり原画が不要になったことを理由として、受領しなかった。

アニメーション制作会社 アニメーター

違反となる例

取引の適正化について ～発注事業者の禁止行為 （第５条 ）～ （P１４）



業績が悪化したから
支払う予定だった報
酬から引いておくね

そんな…

キャラクターのデザインの作成を委託している
ところ、業績の悪化により制作に係る予算が減
少したことを理由に、あらかじめ定めた額より
引き下げた報酬の額を支払っていた。

➋ 報酬の減額

フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定
めた報酬の額を、後から減らして支払うことです。
協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方
法、金額にかかわらず、あらゆる減額行為が禁止
されています。

金属加工職人に委託している部品の製造につ
いて、単価引下げの合意前に委託した部品に
ついて、引き 下げられた単 価を遡 って適用 す
るこ ととし 、引 下 げ前の 単価で 計 算さ れた報
酬の額と引下げ後の単価で計算された報酬の
額との差額を差し引いて報酬を支払った。

ゲーム開発会社 イラストレーター

部品メーカー 金属加工職人

運営 するネイ ルサ ロン におけ る施 術を委 託し
てい る とこ ろ 、 店 内 内 装 の 充 実 の た め 「 協 力
金」と称して、報酬の額に一定率を乗じて得た
額を差し引いて報酬を支払った。

記者との合意がないにもかかわらず、報酬を
記者の銀行口座に振り込む際の手数料を、報
酬の額から差し引いていた。

ネイルサロン ネイリスト

出版社 記者

違反となる例

取引の適正化について ～発注事業者の禁止行為 （第５条 ）～ （P１５）



売れ残ったから
返品するね

返品されても
困るよ…

イベントで販売する生花のブーケの製造を委託し、納品されたブーケを一旦受領したが、イベント終
了後に売れ残ったブーケについて、不要になったことを理由として引き取らせた。

❸ 返 品

フリーランスに責任がないのに、フリーランスに委
託した物品や情報成果物を受領後に引き取らせる
ことです。不良品などがあった場合には、受領後６
か月以内に限って、返品することが認められます。

イベント企画会社 フラワーデザイナー

自社のロゴを入れた工芸品の製造を委託しているところ、納品された工芸品を一旦受領したが、前
回までの発注時には問題としていなかったような個体差を理由として引き取らせた。

工芸品メーカー 伝統工芸職人

イラストレーターに制作を委託した広告のイラストについて、納品されたイラストを一旦受領したが、
広告が中止になり取引先からキャンセルされたことを理由としてイラストを返品した。

広告制作会社 イラストレーター

違反となる例

取引の適正化について ～発注事業者の禁止行為 （第５条 ）～ （P１５）



この報酬で
お願いね

そんな…
これは安すぎる

自社が建設する住宅の外構工事を委託してい
る とこ ろ 、施 工 の 単 価 を 改 定 す る 際 、十 分 協
議することなく、一方的に単価を決定し、通常
の対価を大幅に下回る報酬の額を定めた。

❹ 買いたたき

フリーランスに委託する物品等に対して、通常支払わ
れる対価に比べ著しく低い報酬の額を定めることで
す。買いたたきは、発注事業者がフリーランスに業務
委託し、報酬を決定する際に規制されるものです。報
酬の額は、フリーランスとしっかり協議して定めるこ
とが重要です。

工務店 一人親方

自社商品の広告動画の制作を委託したところ、
見積書作成時よりも納期を大幅に短縮して発
注した にも かかわらず 、当 初の 見 積額 にする
ことによって、通常の 対価 を大幅 に下 回る報
酬の額を定めた。

食品メーカー 映像クリエイター

買いたたきに該当するかどうかはどのように判断されるのか

次の①～④のような要素を勘案して、総合的に判断します。

① 報酬の額の決定に当たり、フリーランスと十分な協議が行われたかどうかなど対価の決定方法

② 差別的であるかどうかなど対価の決定内容

③ 「通常支払われる対価」と当該給付に支払われる対価との乖離状況

④ 当該給付に必要な原材料等の価格動向

違反となる例

取引の適正化について ～発注事業者の禁止行為 （第５条 ）～ （P１６）



チケット〇枚
購入よろしくね

いらないんだけどな…

運営する結婚式場で行う披露宴等の司会を委
託しているところ、発注担当者から、式場で提
供しているおせち料理、クリスマスケーキ等の
購入を要請し、購入させた。

➎ 購入・利用強制

フリーランスに委託した物品等の品質を維持、改善す
るためなどの正当な理由がないのに、発注事業者が
指定する 物や役務を強制して購入、利用させる こと
です。

冠婚葬祭業者 ナレーター（司会者）

自社が制作する放送コンテンツの撮影を委託し
ているところ、自社の関連会社が制作した映画
のチケットを、目標枚数を定めて購入させた。

番組制作会社 カメラマン

注意ポイント

発注事業者とフリーランスでは、取引の関係において、発注事業者の立場が強く、フリーラン

スの立場は弱くなる傾向があります。そのような場合、フリーランスが依頼を拒否できない場

合もあることから、発注事業者に強制の認識がなくても、事実上、フリーランスに購入等を余

儀なくさせていると認められる場合には、購入・利用強制に該当しますので注意しましょう。

違反となる例

取引の適正化について ～発注事業者の禁止行為 （第５条 ）～ （P１６）



これもついでに
タダでよろしく

なんで
こんなことまで…

➏ 不当な経済上の利益の提供要請

発注事業者が自己のために、フリーランス に金銭、
役 務 、 そ の 他 の 経 済 上 の 利 益 を 提 供 さ せ る こ と に
よってフリーランスの利益を不当に害することです。
名目を問わず、報酬の支払とは独立して行われる金
銭の提供や、作業への労務の提供をすることが、フ
リーランスの直接の利益とならない場合が対象とな
ります。

荷物の運送のみを委託しているにもかかわらず、委託内容には含まれていない荷積み作業を無償で
行わせた。

運送会社 運送ドライバー

自社が制作する楽曲の候補となる複数の楽曲案の制作を委託し、採用した楽曲については知的財
産権を自社に譲渡する契約としていたところ、採用した楽曲に加えて、採用しなかった楽曲の知的
財産権を無償で譲渡させた。

音楽制作会社 作曲家

違反となる例

取引の適正化について ～発注事業者の禁止行為 （第５条 ）～ （P１７）



発注キャンセルするから
支払はなしね

もう作業始めてるから費
用かかっているのに…

新規ソフトウェアのプログラム作成を委託したところ、プログラム受領後、あらかじめ定められ
た検査基準を恣意的に厳しくし、発注内容と異なることを理由に、無償でやり直しをさせた。

➐ 不当な給付内容の変更・やり直し

フリーランスに責任がないのに、費用を負担せずに、
フリーランスの給付の内容を変更させたり、フリーラ
ンスの給付を受領した後に給付をやり直させたりして、
フリーランスの利益を不当に害することです。
発注側の都合で、発注を取り消したり、やり直しをさ
せ る 場 合 に は 、 フ リ ー ラ ン ス が作 業 に 要 し た 費 用 を
しっかり負担する必要があります。

ソフトウェア開発会社 プログラマー

ラジオ番組の台本の作成を委託したところ、内容を確認した上で台本を受領したにもかかわらず、
取引先の意向により台本を大幅に修正させたが、修正作業に伴う追加の費用を支払わなかった。

ラジオ番組制作会社 放送作家

自社が開催するイベントで提供する料理の企画・調理を委託したところ、その後、イベントが中止に
なったことを理由に委託を取り消したが、シェフが準備のために支出した費用を負担しなかった。

イベント企画会社 シェフ（料理人）

違反となる例

取引の適正化について ～発注事業者の禁止行為 （第５条 ）～ （P１７）


